
緊急 地震等非常災害時の対応について(11/4/8)

１，地震等非常災害が発生したときには、身の安全を第一に考えて、
自律的に行動してください。

２，公共交通機関が不通で登校できない場合は出席停止とし、欠席
にはなりません。

３，停電や公共交通機関の不通による影響が広域にわたり多くの生
徒の登校に支障がある場合、学校は休校となります。


